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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造粒容器の内部を循環する循環ガス流を生成し、その循環ガス流に粉体を乗せて循環さ
せると共に、前記循環ガス流の経路の途中で前記粉体に熱、イオン又は霧状の吸着物質を
付与することで前記粉体同士を付着又は、前記粉体の表面にて前記吸着物質の層を成長さ
せて所定の粒径以上に成長した大径粒体を製造する造粒装置において、
　前記造粒容器の底部に貫通形成され、自重により前記循環ガス流から離脱した前記大径
粒体が通過可能な回収孔と、
　前記造粒容器の下方に配置され、前記回収孔を介して前記造粒容器内に連通すると共に
前記粒体回収孔を除く全体が閉塞された回収容器と、
　前記回収容器に開閉可能に設けられ、前記回収容器に収容された前記大径粒体を取り出
すための粒体取出口とを備え、
　前記造粒容器には、水平方向又は水平方向に対して傾斜した方向に沿って延びた円筒部
屋と、
　前記円筒部屋の上部に形成されて、前記円筒部屋の軸方向に延びた上部連通口と、
　前記円筒部屋の上方に配置されて、前記上部連通口を介して前記円筒部屋の内部に連通
した上方部屋と、
　前記上方部屋に設けられて、フィルターを介して前記造粒容器の外部に連通したガス排
出孔と、
　前記円筒部屋に設けられ、前記円筒部屋の内側曲面の接線方向に沿ってガスを供給し、
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前記円筒部屋の内側曲面に沿って循環する循環ガス流を生成するガス噴出部とを備え、前
記回収孔を前記円筒部屋の下端部に配置したことを特徴とする造粒装置。
【請求項２】
　前記円筒部屋の底部が長手方向の一端部から他端部に向かって下るように傾斜し、前記
他端部に前記回収孔が貫通形成されたことを特徴とする請求項１に記載の造粒装置。
【請求項３】
　前記上方部屋に設けられ、前記上部連通口を介して前記円筒部屋の内部に粉体を連続し
て供給可能な粉体供給装置を設けたことを特徴とする請求項１又は２に記載の造粒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粉体を所定の粒径以上に成長させて大径粒体を製造する造粒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種の造粒装置としては、所謂、「ワースター式」の流動層装置を利用したもの
が知られている。具体的には、造粒容器の中心部に両端開放の筒体を浮かした状態に配置
し、筒体の内部に上昇気流を発生させることで、造粒容器の中心部、天井部、側部、底部
そして中心部の順番に循環する循環ガス流を発生させ、その循環ガス流に粉体を乗せて循
環させると共に、筒体内の粉体に薬剤を噴霧することで粉体同士を凝集或いは粉体の表面
をコーティングするものである（例えば、非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】特許庁、”標準技術集”、農薬製剤技術（Ｂ－１－（４）被覆技術）、
［ｏｎｌｉｎｅ］、［平成１９年１２月７日検索］、インターネット［URL:http://www.j
po.go.jp/shiryou/index.htm］
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上述した従来の造粒装置は、造粒容器の底部が閉じており、所定の粒径以上
に成長して循環ガス流から離脱した大径粒体が造粒容器の底部に溜まる。そのため、底部
に溜まった大径粒体に、造粒容器内で循環中の粉体がさらに付着して、一部の大径粒体が
過剰に大きくなり、その結果、粒径のばらつきが大きくなるといった事態が起こり得た。
【０００５】
　この問題を解決する手段として、処理容器の底部に所定の粒径以上に成長した大径粒体
を排出するための排出口を設けることも考えられるが、単に大気開放の排出口を設けただ
けでは造粒容器内のガスが逃げてしまい、循環ガス流が不安定になったり、循環ガス流自
体が発生しなくなる虞がある。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、粒径の均等性を向上させることが可能な
造粒装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明に係る造粒装置は、造粒容器の内部
を循環する循環ガス流を生成し、その循環ガス流に粉体を乗せて循環させると共に、循環
ガス流の経路の途中で粉体に熱、イオン又は霧状の吸着物質を付与することで粉体同士を
付着又は、粉体の表面にて吸着物質の層を成長させて所定の粒径以上に成長した大径粒体
を製造する造粒装置において、造粒容器の底部に貫通形成され、自重により循環ガス流か
ら離脱した大径粒体が通過可能な回収孔と、造粒容器の下方に配置され、回収孔を介して
造粒容器内に連通すると共に粒体回収孔を除く全体が閉塞された回収容器と、回収容器に



(3) JP 5171802 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

開閉可能に設けられ、回収容器に収容された大径粒体を取り出すための粒体取出口とを備
え、造粒容器には、水平方向又は水平方向に対して傾斜した方向に沿って延びた円筒部屋
と、円筒部屋の上部に形成されて、円筒部屋の軸方向に延びた上部連通口と、円筒部屋の
上方に配置されて、上部連通口を介して円筒部屋の内部に連通した上方部屋と、上方部屋
に設けられて、フィルターを介して造粒容器の外部に連通したガス排出孔と、円筒部屋に
設けられ、円筒部屋の内側曲面の接線方向に沿ってガスを供給し、円筒部屋の内側曲面に
沿って循環する循環ガス流を生成するガス噴出部とを備え、回収孔を円筒部屋の下端部に
配置したところに特徴を有する。なお、「造粒」には、粉体同士を凝集させて大径粒体を
製造するものと、粉体の表面を吸着物質で被覆（コーティング）しその被覆層を成長させ
ることで大径粒体を製造するものが含まれる。
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の造粒装置において、円筒部屋の底部が長手方向の
一端部から他端部に向かって下るように傾斜し、他端部に回収孔が貫通形成されたところ
に特徴を有する。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１又は２に記載の造粒装置において、上方部屋に設けられ、
上部連通口を介して円筒部屋の内部に粉体を連続して供給可能な粉体供給装置を設けたと
ころに特徴を有する。
【発明の効果】
【００１１】
　［請求項１の発明］
　上記のように構成した請求項１の発明に係る造粒装置によれば、粉体は円筒部屋内で循
環する循環ガス流に乗って、旋回するように循環流動する。その過程で、粉体に熱又はイ
オン又は霧状の吸着物質を加えると、粉体同士が付着又は、粉体の表面に付着した吸着物
質の層が成長する等して粒径が徐々に大きくなる。そして、所定の粒径以上に成長した大
径粒体は、自重によって循環ガス流から離脱し、円筒部屋の下端部に配置された回収孔を
通って回収容器へと排出される。即ち、大径粒体は、造粒容器内に溜まらずに回収孔を通
って造粒容器の外部に排出されるので、循環ガス流から離脱した大径粒体に対して、循環
中の粉体、粒体、吸着物質がさらに付着することが防がれ、粒径の均等性を向上させるこ
とができることができる。
【００１２】
　また、回収容器に回収された大径粒体は粒体取出口から取り出すことができる一方、循
環ガス流が発生している間は、粒体取出口を閉鎖しておくことで、造粒容器からのガス流
出が防がれ、造粒容器内に発生した循環ガス流を安定させることができる。
【００１３】
　［請求項２の発明］
　請求項２の発明によれば、循環ガス流から離脱した大径粒体は、円筒部屋の底部の傾斜
によって回収孔へと向かう。
【００１４】
　［請求項３の発明］
　請求項３の発明によれば、大径粒体を連続的に製造することができる。ここで、粉体供
給装置は、造粒容器から大径粒体として排出された分の粉体を補充するようにすれば、造
粒容器内の粉体量を過不足無くほぼ一定に保つことができ、連続的に安定して製造するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１施形態に係る造粒容器の側断面図
【図２】粉体供給装置の断面図
【図３】粉体供給装置の拡大断面図
【図４】容器内旋回部材の斜視図
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【図５】スクレーパの斜視図
【図６】上段の底壁の斜視図
【図７】下段の底壁の断面斜視図
【図８】下段の底壁の断面図
【図９】上段の底壁の斜視図
【図１０】下段の底壁の斜視図
【図１１】造粒容器の断面斜視図
【図１２】分配供給装置の斜視図
【図１３】第１開閉チャックが閉じて大径粒体が貯まっている状態の可撓チューブの断面
図
【図１４】第２開閉チャックによる閉塞部分に大径粒体が移動した状態の可撓チューブの
断面図
【図１５】第１開閉チャックが閉じた直後の可撓チューブの断面図
【図１６】第２開閉チャックが開いて大径粒体が排出された状態の可撓チューブの断面図
【図１７】変形例（３）に係るロータリーバルブの断面図
【図１８】変形例（４）に係る樹脂フィルム製チューブの断面図
【図１９】変形例（５）に係る粉体供給装置の斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　［第１実施形態］
　以下、図１～図１６に基づいて本発明の造粒装置１００について説明する。図１に示す
ように、造粒装置１００は、原料の粉体から所定の粒径以上の大径粒体を造粒する装置本
体４００と、装置本体４００に原料の粉体を供給するための粉体供給装置２０と、装置本
体４００から排出された大径粒体の重量を計量するための図示しない計量器（具体的には
、台秤）とに分けることができる。
【００１８】
　まず、粉体供給装置２０について説明する。図２に示すように、粉体供給装置２０は、
原料の粉体を収容した粉体収容容器２１を備えている。粉体収容容器２１は、大径筒部２
２と小径筒部２３と粉体排出筒部２４とを備え、下方に向かうに従って縮径した構造にな
っている。大径筒部２２の側壁の下端部と、小径筒部２３の側壁の上端部との間は平板状
の水平段差壁２５によって接続されており、粉体排出筒部２４は小径筒部２３の外側に螺
合固定されている。そして、粉体排出筒部２４の下面開口から粉体が排出される。
【００１９】
　粉体収容容器２１（大径筒部２２）の上端は開放しており、その上端外周面に螺合され
た上端キャップ２６にて閉じられている。上端キャップ２６の上面中央には、図示しない
制御装置によって駆動制御されるモータ２７が固定載置されている。モータ２７に連結さ
れた回転軸２７Ａは、上端キャップ２６を貫通して大径筒部２２及び小径筒部２３でその
中心軸に沿って延びている。回転軸２７Ａは、中間部より下側が段付き状に細くなった六
角柱状をなしており、その太軸部の下端部には容器内円盤２８が一体回転可能に取り付け
られている。
【００２０】
　容器内円盤２８は、水平段差壁２５の上面に重ねて配置され、その水平段差壁２５のう
ち、小径筒部２３の上面開口とその周囲を覆うように、大径筒部２２内に遊嵌している。
具体的には、容器内円盤２８は大径筒部２２の内径よりも小径でかつ、小径筒部２３の内
径よりも大径な平らな円板で構成されており、水平段差壁２５の上面から上方に離して水
平に取り付けられている。
【００２１】
　この容器内円盤２８上に堆積した粉体を、容器内円盤２８の周縁部と大径筒部２２の側
壁との間の環状隙間に掻き出すために、大径筒部２２の内側には上面待ち受けガイド２９
が設けられている。図２に示すように上面待ち受けガイド２９は、Ｌ字状に屈曲した板状
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をなしている。上面待ち受けガイド２９の水平板２９Ａは、容器内円盤２８の上面に隣接
配置され、水平板２９Ａの基端部から垂直上方に延びた垂直板２９Ｂが上端キャップ２６
に固定されている。
【００２２】
　そして、水平板２９Ａの先端側の平面を回転軸２７Ａの側面に当接させて取り付けるこ
とで、容器内円盤２８の回転方向に対して水平板２９Ａが傾斜し、容器内円盤２８の回転
時に、容器内円盤２８上の粉体が水平板２９Ａに堰き止められて容器内円盤２８の外縁部
に向けて案内される。また、水平板２９Ａの基端部は、容器内円盤２８の外縁部より外側
位置まで延びているので、水平板２９Ａに案内された粉体を水平段差壁２５の外縁部、即
ち、水平段差壁２５の上面のうち容器内円盤２８の外縁部に沿って設けられた環状堆積部
２５Ａへと流下させる。さらに、上面待ち受けガイド２９が粉体収容容器２１内の粉体を
撹拌するので、大径筒部２２内で粉体が固化することを防ぐことができる。これにより、
容器内円盤２８上の粉体を安定して環状堆積部２５Ａへと流下させることが可能となる。
　
【００２３】
　上面待ち受けガイド２９によって環状堆積部２５Ａへと流下した粉体は、容器内円盤２
８と水平段差壁２５との間で所定の安息角を有した粉体の山を形成する。この粉体の山の
安息角は、粉体の種類によって一定となり、容器内円盤２８から水平段差壁２５へと過剰
な粉体が供給されないようにすることができる。即ち、容器内円盤２８と水平段差壁２５
の上面との間で粉体を堰き止めて、小径筒部２３に粉体が崩れ込まないようにすることが
できる。
【００２４】
　環状堆積部２５Ａに堆積した粉体の山は、その山裾部分が大径筒部２２内で回転する容
器内旋回部材３０によって削り取られて小径筒部２３へと送り込まれる。容器内旋回部材
３０は、回転軸２７Ａに固定されており、図４に示すように回転軸２７Ａが貫通した軸心
プレート３１から側方に片持ち梁状の集粉羽３２と散粉羽３３とが延びている。これら集
粉羽３２と散粉羽３３とが水平段差壁２５の上面に摺接しつつ水平面内で回転する（図３
参照）。
【００２５】
　集粉羽３２は、容器内旋回部材３０の回転方向（図４の矢印の方向）とは逆側に膨らむ
ように複数の平板をつなげた屈曲構造をなす一方、散粉羽３３は、容器内旋回部材３０の
回転方向に対して傾斜した状態で軸心プレート３１から大径筒部２２の側壁に向かって真
っ直ぐ延びている。また、図示されていないが、集粉羽３２は、その先端が大径筒部２２
の側壁と隣接した位置まで延びており、散粉羽３３はそれより短くなっている。
【００２６】
　そして、集粉羽３２によって、環状堆積部２５Ａに堆積した粉体を中心側に誘導して小
径筒部２３へと送り込むと共に、散粉羽３３により、集粉羽３２が取り込み過ぎた粉体を
外側に移動して逃し、次に集粉羽３２が通過したときに小径筒部２３内に取り込み、小径
筒部２３内の粉体にかかる圧力を安定させ易くしている。また、集粉羽３２と散粉羽３３
とが協働して粉体を撹拌して、環状堆積部２５Ａにおける粉体の塊を粉砕する効果も奏す
る。
【００２７】
　図４に示すように、容器内旋回部材３０の軸心プレート３１のうち集粉羽３２の付け根
部分には、軸心プレート３１から斜めに切り起こされた補助ガイド壁３４が形成されてい
る。補助ガイド壁３４は、集粉羽３２による粉体の誘導方向に向かって徐々に下るように
傾斜している。そして、集粉羽３２に誘導されてその基端部に達した粉体は、補助ガイド
壁３４によって小径筒部２３へと強制的に落とされる。
【００２８】
　容器内旋回部材３０には、軸心プレート３１から下方に向かって延びた複数の旋回脚部
３５，３６が一体に設けられている。図３に示すように、これら旋回脚部３５，３６は何
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れも小径筒部２３内に配置され、そこで旋回可能となっている。
【００２９】
　第１の旋回脚部３５は、軸心プレート３１のうち散粉羽３３の付け根部分と、集粉羽３
２の付け根部分とにそれぞれ対をなして設けられている。第１の旋回脚部３５は、帯板状
をなしており、下方に向かうに従って容器内旋回部材３０の旋回方向の後方へ向かうよう
に斜めに（詳細には、鉛直方向に対して約３０度傾いて）延びている。
【００３０】
　第２の旋回脚部３６は、軸心プレート３１のうち散粉羽３３の付け根部分から垂下して
おり、第１の旋回脚部３５とほぼ同じ幅の帯板状をなしている。
【００３１】
　これら両旋回脚部３５，３６が小径筒部２３内を旋回することにより、小径筒部２３内
での粉体の固化や凝集が防止されている。
【００３２】
　図３に示すように、粉体収容容器２１のうち、第１及び第２の旋回脚部３５，３６の下
端部より下方には、１対の底壁３７，３８が上下２段にして設けられている。
【００３３】
　図６に示すように、上段の底壁３７は、薄肉円板に複数の粉体通過孔３７Ａが貫通形成
された構造をなす。これら粉体通過孔３７Ａは、大径筒部２２から小径筒部２３へと送り
込まれた粉体同士が付着（架橋）して形成されたアーチにより閉塞されると共に、その粉
体アーチが崩れた状態で粉体が通過可能な大きさになっている。具体的には、上段の底壁
３７に取り付けられた超音波振動子３７Ｂの振動によってアーチが破壊され、粉体が下段
の底壁３８へと落下するように構成されている。なお、本実施形態において、上段の底壁
３７は、粉体通過孔３７Ａの大きさやその数及び配置を異ならせた複数種類のものが用意
されており（例えば、図９参照）、粉体の粒径等に応じて適宜選択して取り付けることが
可能となっている。
【００３４】
　一方、下段の底壁３８は、中心部に１つだけ粉体通過孔３８Ａが形成されている。図７
に示すように粉体通過孔３８Ａは、下方に向かって縮径したすり鉢状をなし、図８に示す
ように、最も小径な部分の孔径が、粉体Ｐ１の平均粒径の数倍程度となっている。これに
より、極微少量ずつ（例えば、１～３粒ずつ）粉体を排出可能となっている。ここで、下
段の底壁３８には超音波振動子３８Ｂが取り付けられており、万が一、粉体通過孔３８Ａ
が詰まった場合には、超音波振動子３８Ｂの振動によって粉体を強制落下させて、詰まり
を解消することが可能となっている。なお、下段の底壁３８としては、図１０に示すよう
に、粉体の平均粒径の数倍程度の粉体通過孔３８Ａを、上段の底壁３７の粉体通過孔３７
Ａの数より多く備えたものも用意されており、適宜選択して取り付けることが可能となっ
ている。
【００３５】
　図３に示すように、各底壁３７，３８は、粉体排出筒部２４の側面に開放したスリット
２４Ａ，２４Ａから挿抜可能となっている、上段の底壁３７は、その周縁部が小径筒部２
３の下端部と粉体排出筒部２４の内周段差面との間で挟まれており、下段の底壁３８は、
その周縁部が粉体排出筒部２４の内周面に形成された溝部に係合している。なお、底壁３
７，３８を板厚方向から挟んで密着した１対のＯリングによって、各スリット２４Ａ，２
４Ａと各底壁３７，３８との間の隙間からの粉体の漏出が防止されている。
【００３６】
　図３に示すように、下段の底壁３８の上面には、スクレーパ４０が備えられている。ス
クレーパ４０は、上段の底壁３７を貫通した回転軸２７Ａ（細軸部）の下端部に着脱可能
に固定されている。スクレーパ４０は、図５に示すように回転軸２７Ａの外側に嵌合する
円柱部４１と、その円柱部４１の下面から片持ち梁状に張り出した帯板部４２とから構成
されており、帯板部４２は回転方向の後方に向かって膨らむように湾曲している。スクレ
ーパ４０は、下段の底壁３８の上面に摺接しつつ旋回し、上段のスクリーン３７を通過し
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て下段の底壁３８に落下した粉体を、その中心部へと掻き集めて、粉体通過孔３８Ａから
、粉体供給装置２０の下方へと落下させる構成となっている。以上が粉体供給装置２０の
説明である。なお、念のために述べておくが、「粉体」とは、「固体粒子の集合体」のこ
とであり、「固体粒子」には、１次粒子、２次粒子及び凝集粒子が含まれる。さらに、固
体粒子の大きさとしては、所謂「ナノ粒子」レベルのものも含まれる。
【００３７】
　ここで、上述した粉体供給装置２０は、図１に示すように、吊り下げ部材を介して台秤
４８から吊り下げられており、粉体供給装置２０からの粉体の排出量は、粉体供給装置２
０の全体の重量減少量として計測され、図示しない制御装置に出力されている。
【００３８】
　次に装置本体４００について説明する。装置本体４００は、粉体供給装置２０から供給
された粉体を循環流動させて造粒を行うための造粒容器４１０と、造粒容器４１０の下方
に設けられ、所定の粒径以上に成長して造粒容器４１０から排出された大径粒体を収容す
るための回収容器１０（図１３参照）とを備えている。
【００３９】
　図１に示すように、造粒容器４１０は、扁平の箱形構造をなしている。造粒容器４１０
の上端部は閉じており、その上端壁にはガス排出孔６３Ａが設けられ、ガス排出孔６３Ａ
の開口縁から排気筒６３が起立している。造粒容器４１０の底部４１０Ｃは、下方に向か
って膨らんだ円弧状に湾曲している。造粒容器４１０の扁平方向における一側面４１０Ａ
からは、ガイド突壁４１１が突出して設けられており、造粒容器４１０内が、ガイド突壁
４１１より上側の上方部屋４２０と、ガイド突壁４１１より下方で略水平方向に延びた円
筒部屋４２１とに分けられている。ガイド突壁４１１の下面４１２は、造粒容器４１０の
底部４１０Ｃの曲率と同じ曲率の円弧面となっており、底部４１０Ｃの内面と滑らかに連
続して円筒部屋４２１の内面を構成している。また、ガイド突壁４１１の先端部４１１Ａ
と造粒容器４１０の他側面４１０Ｂとの間には上部連通口４１９が形成され、上方部屋４
２０と円筒部屋４２１との間が連通している。上方部屋４２０には、粉体を捕集するため
のフィルター６５が設けられている。造粒容器４１０の底部４１０Ｃには、循環ガス流を
発生させるためのスリットノズル４１４が設けられている。図１１に示すように、スリッ
トノズル４１４は造粒容器４１０の長手方向の全体に亘って延びており、底部４１０Ｃの
内面の接線方向に向かってガスを噴出するように構成されている。スリットノズル４１４
から造粒容器４１０内に供給されたガスは、図１及び図１１の二点鎖線矢印で示すように
、造粒容器４１０の底部４１０Ｃの内面及びガイド突壁４１１の下面４１２に沿って円を
描くように流れて循環ガス流を発生させる。なお、ガイド突壁４１１の上面４１３は傾斜
面なので、粉体が堆積することはない。また、円筒部屋４２１の内部の所定位置には、イ
オナイザ２２０のノズルが配置されており粉体に対してイオン風が吹き付けられる。イオ
ナイザ２２０は、例えば、コロナ放電を利用してガス中の気体分子を電離し、正又は負の
気体イオンを生成する。気体イオンの生成方式は、コロナ放電以外に放射線や熱電離を利
用した方式でもよいが、それらの原理については公知であるので（ＪＩＳ　Ｂ９９２９：
２００６「空気中のイオン密度測定方法」を参照）詳細な説明は省略する。このイオン風
に含まれる気体イオンが付着することで粒体及び粒体が帯電し、互いに反対極性に帯電し
た粉体及び粒体が電気的に付着（静電吸着）することで、徐々に粒径が大型化する。
【００４０】
　造粒容器４１０は、その底部４１０Ｃが長手方向の一端部４１５から他端部４１６に向
かって下るように傾斜している。そして、造粒容器４１０の底部４１０Ｃのうち、最も下
側に位置した他端部４１６に、大径粒体を回収するための回収孔４１７が貫通形成されて
いる。造粒容器４１０の他端部４１６には回収孔４１７と連通した回収容器１０（図１３
参照）が設けられている。回収容器１０は、下方に向かうに従って先細り状になったホッ
パー構造をなし、その下端部に円筒状の排出管４１８を備えている。そして、排出管４１
８には可撓チューブ１４が装着されている。
【００４１】
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　図１３に示すように、可撓チューブ１４は、上下方向に細長く延びた円筒状をなしてお
り、排出管４１８の下端開口１３Ａに近い側と可撓チューブ１４の下端部に近い側とに、
可撓チューブ１４を押し潰して閉塞可能な第１及び第２開閉チャック１５，１６が備えら
れている。これら第１及び第２開閉チャック１５，１６は、一方が閉状態になっていると
きに他方が開放するように構成されている。つまり、「粒体取出口」としての排出管４１
８の下端開口１３Ａを第１開閉チャック１５で閉塞した状態で、可撓チューブ１４の下端
開口１４Ａが開放され（図１６の状態）、可撓チューブ１４の下端開口１４Ａが第２開閉
チャック１６で閉塞された状態で、排出管４１８の下端開口１３Ａが開放される（図１４
の状態）ようになっている。これにより、造粒容器４１０からのガスの流出を防ぎつつ（
換言すれば、循環ガス流を不安定にすることなく）回収容器１０から大径粒体を取り出す
ことが可能となっている。なお、可撓チューブ１４の内側で、排出管４１８の下端開口１
３Ａと第１開閉チャック１５との間、及び、第１開閉チャック１５と第２開閉チャック１
６との間には、可撓チューブ１４を筒形状に保持するための形状保持リング１７，１７が
内嵌されている。以上が、装置本体４００に関する説明である。
【００４２】
　装置本体４００（詳細には、可撓チューブ１４の下端開口１４Ａ）の真下には、図示し
ない計量器が設置されており、装置本体４００から排出された大径粒体を受けて、その重
量を計量可能となっている。計量結果は図示しない制御装置に取り込まれ、制御装置は、
計量結果に基づいて粉体供給装置２０のモータ２７を駆動して、大径粒体として排出され
た分の粉体を造粒容器４１０に補充する。これにより、造粒容器４１０内の粉体量を過不
足無くほぼ一定に保つことができる。
【００４３】
　以上が、本実施形態の造粒装置１００の構成に関する説明であって、次に本実施形態の
作用及び効果について説明する。
【００４４】
　粉体供給装置２０から造粒容器４１０内に供給された粉体は、上方部屋４２０のうち造
粒容器４１０のガイド突壁４１１が突出した一側面４１０Ａと反対側の他側面４１０Ｂに
沿って落下し、上部連通口４１９を通過して円筒部屋４２１に流入する。そして、円筒部
屋４２１内で循環する循環ガス流に乗って、旋回するように循環流動する。その循環経路
の途中でイオナイザ２２０からイオンを供給され、互いに静電吸着することで徐々に大径
化する。そして、所定の粒径以上の大径粒体になると、循環ガス流から離脱し、造粒容器
４１０の底部４１０Ｃの傾斜によって回収孔４１７へと向かい、回収孔４１７から回収容
器１０へと排出される。
【００４５】
　回収容器１０へと排出された大径粒体は、そのまま可撓チューブ１４へと転がり込む。
初期状態において、可撓チューブ１４の上端側に備えられた第１開閉チャック１５は閉じ
ており、大径粒体はここで堰き止められる（図１２の状態）。所定量の大径粒体が貯まっ
たか、所定時間が経過したときに、下端側の第２開閉チャック１６が閉じた状態で第１開
閉チャック１５が開放する。すると、堰き止められていた大径粒体が下方へ移動し、第２
開閉チャック１６で再び堰き止められる（図１４の状態）。また、第１開閉チャック１５
は直ぐに閉じて、新たに回収容器１０に転入した大径粒体を堰き止める（図１５の状態）
。この状態で第２開閉チャック１６を開放することで、所定量の大径粒体が可撓チューブ
１４の下端開口１４Ａから纏めて排出される（図１６の状態）。これら大径粒体は、図示
しない計量器のトレイに受容され重量が計量される。そして、計量結果と同じ重量（大径
粒体として排出された分）の粉体が、粉体供給装置２０から造粒容器４１０内へと補充さ
れる。
【００４６】
　なお、粉体は、造粒容器４１０の長手方向の一端部４１５だけから供給するようにして
もよいし、長手方向の複数箇所から一斉に供給するようにしてもよい。具体的には、例え
ば、図１２に示す分配供給装置４５０のように、粉体を収容したホッパー４５１の下端部
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から略水平に延びた樋部４５２の先端排出部４５３を扇状に拡開させると共に、その先端
排出部４５３の底面に複数の分配溝４５４を形成し、振動等により樋部４５２を転動した
粉体が前端排出部４５３の基端部で各分配溝４５４に分かれて、各分配溝４５４からそれ
ぞれ粉体が落下するようにすればよい。このように、造粒容器４１０の長手方向の複数箇
所から粉体を供給する場合、イオナイザ２２０も造粒容器４１０の長手方向に複数設ける
ことが好ましい。
【００４７】
　このように、本実施形態の造粒装置１００によれば、粉体は円筒部屋４２１内で循環す
る循環ガス流に乗って、旋回するように循環流動する。その過程で、イオンを加えると、
粉体同士が付着し、粒径が徐々に大きくなる。そして、所定の粒径以上に成長した大径粒
体は、自重によって循環ガス流から離脱する。ここで、所定の粒径以上に成長した大径粒
体は、円筒部屋４２１の底部のうち最も下側位置に形成された回収孔４１７を通って直ち
に造粒容器４１０の外部、即ち、回収容器１０へと排出されるから、所定の粒径以上に成
長した大径粒体に、循環中の粉体又は粒体がさらに付着することが防がれる。これにより
、大径粒体の過剰な大型化を抑えて、粒径の均等性を向上させることが可能となる。
【００４８】
　また、回収容器１０の下端開口１３Ａを介して回収容器１０に連絡された可撓チューブ
１４を設けると共に、可撓チューブ１４の下端開口１４Ａと回収容器１０の下端開口１３
Ａの何れか一方が閉塞した状態で他方が開放するようにしたので、造粒容器４１０からの
ガス流出が防がれ、造粒容器４１０内の循環ガス流を乱すことなく、回収容器１０に回収
された大径粒体を外部に取り出すことができる。これにより、粉体の造粒と、大径粒体の
取り出しとを同時進行で行うことができる。
【００４９】
　さらに、大径粒体として排出された分の粉体を粉体供給装置２０から造粒容器４１０に
補充するようにしたので、造粒容器４１０内の粉体量が過不足無くほぼ一定に保たれ、大
径粒体を連続的に安定して製造することができる。
【００５０】
　なお、本実施形態のように、イオンによって粉体同士を電気的に付着させて造粒を行っ
た場合には、薬液を噴霧して造粒を行った場合に必要な乾燥処理が不要となる。また、造
粒容器４１０の壁面を垂れる薬液により、粉体が造粒容器４１０の壁面に固着する事態を
回避することができる。
［他の実施形態］
【００５１】
　本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実
施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で
種々変更して実施することができる。
【００５２】
　（１）上記実施形態では、イオナイザ２２０のみを備えた構成であったが、粉体に熱と
イオンの両方を付与して造粒を行うようにしてもよい。
【００５３】
　（２）上記実施形態では、粉体にイオンを付与して造粒を行う構成であったが、バイン
ダ剤を循環流動中の粉体に噴霧することで粉体の吸着力を高め、粉体同士を凝集させて造
粒を行ってもよい。また、コーティング剤を粉体に噴霧することで粉体の表面をコーティ
ング剤で被覆し、被覆層を成長させることで造粒を行ってもよい。
【００５４】
　（３）上記実施形態では、可撓チューブ１４の上下２箇所を第１及び第２開閉チャック
１５，１６で開閉することで、造粒容器４１０からのガス流出を防ぎつつ回収容器１０か
ら大径粒体を排出していたが、図１７に示すようにロータリーバルブ３４０を用いてもよ
い。
【００５５】
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　（４）上記実施形態では、大径粒体を所定量ずつ纏めて計量器に排出する構成であった
が、可撓チューブ１４の替わりに筒形梱包膜部材を用い、大径粒体を所定量ずつ小分けに
して筒形梱包膜部材に封止するようにしてもよい。
【００５６】
　具体的には、例えば、筒形梱包膜部材としての樹脂フィルム製チューブ３５０を外側か
ら押し潰して回収容器１０の下端開口１３Ａを閉塞可能とした溶着シーラー３５１を設け
、その溶着シーラー３５１を、樹脂フィルム製チューブ３５０に沿って上下に移動可能と
する。大径粒体を小分けに封止する場合には、まず、溶着シーラー３５１で樹脂フィルム
製チューブ３５０の途中を外側から挟んで閉塞すると共に、その閉塞部分を加熱溶着し、
閉塞部分の上側に回収容器１０から落下した大径粒体を貯める（図１８（Ａ）の状態）。
大径粒体が所定量貯まるまでの間に溶着シーラー３５１を上方へ移動させ、開いた状態の
まま待機させる（図１８（Ｂ）の状態）。そして、閉塞部分に所定量の大径粒体が貯まっ
たら溶着シーラー３５１を閉じる。すると、樹脂フィルム製チューブ３５０の途中に封止
された袋が形成されると共に、その袋に所定量の大径粒体が封止される。このような動作
を繰り返すことで、樹脂フィルム製チューブ３５０に連なった複数の袋が形成され、それ
らの袋には所定量ずつ大径粒体を封止することができる。また、回収容器１０の下端開口
１３Ａは常時閉塞されることになるから、造粒容器４１０からのガス流出が防がれ、粉体
の造粒と大径粒体の梱包とを同時進行で行うことができる。なお、溶着シーラー３５１は
、樹脂フィルム製チューブ３５０を加熱溶着と同時に溶断するようにしてもよい。
【００５７】
　（５）粉体供給装置は、上記実施形態の構造に限定するものではなく、その他の公知な
粉体供給装置でもよい。また、上記実施形態の粉体供給装置２０において、粉体排出筒部
２４に替えて、図１９に示すＬ形パイプ３６０を接続し、そのＬ形パイプ３６０の途中に
設けたバイブレータ３６１によってＬ形パイプ３６０を振動（低周波振動又は超音波振動
）させることで、粉体を微少量ずつ排出するようにしてもよい。また、Ｌ形パイプ３６０
の先端に断面Ｖ字状の樋部３６２を設けることで、粉体を一列に整列させて極微少量ずつ
（１粒ずつ）排出可能な構成としてもよい。
【００５８】
　（６）粉体を原料としてナノ粒子を合成し、それを造粒容器４１０に供給してもよい。
具体的には、粉体供給装置２０から落下した粉体をプラズマフレームに通過させてナノ粒
子を合成すればよい。
【００５９】
　（７）また、所謂「気相合成法」によってナノ粒子を合成し、それを本発明に係る「粉
体」として造粒容器４１０に供給してもよい。具体的には、粉体供給装置２０の替わりに
ナノ粒子の原料となる原料ガスの供給源を設け、原料ガスをプラズマフレームを通過させ
ることで、ナノ粒子を合成すればよい。さらに、粉体が懸濁したサスペンジョン、スラリ
ー又は粉体原料物質が溶解した溶液、又は有機物原料物質及び有機化合物原料物質が溶解
した溶液を、微小な液滴にしてその微小な液滴をプラズマフレームの熱で乾燥又は、イオ
ン化させて粉体（ナノ粒子）を製造し、これをそのまま造粒容器４１０に供給し循環させ
てもよい。
【００６０】
　（８）粉体供給装置２０は、台秤４８によって重量が計量されていたが、粉体の材質特
性並びに造粒・コーティング生成物の目的によっては、予め作成しておいた検量線によっ
て計量を行ってもよい。
【符号の説明】
【００６３】
　１０　　回収容器
　１３Ａ　　下端開口（粒体取出口）
　１４　　可撓チューブ
　１４Ａ　　下端開口
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　１５　　第１開閉チャック
　１６　　第２開閉チャック
　２０　　粉体供給装置
　６３Ａ　　ガス排出孔
　６５　　フィルター
１００　　造粒装置
２２０　　イオナイザ（イオン付与手段）
３５０　　樹脂フィルム製チューブ
４１０　　造粒容器
４１４　　スリットノズル（ガス噴出部）
４１７　　回収孔
４１８　　排出管
４１９　　上部連通口
４２０　　上方部屋
４２１　　円筒部屋

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(13) JP 5171802 B2 2013.3.27

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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